
大東市文化財保存活用地域計画に関するパブリックコメント結果

●実施期間　令和7年１２月１日（月）～令和７年１２月３１日（水）

●閲覧場所　市民情報コーナー（市役所本館１階）、生涯学習課（市民会館５階）、市ホームページ

●実施結果　提出人数：８人　意見数：３９件

№ 意見の概要 市の考え方 計画書の該当頁 対応

1
いわゆる「民間信仰」や「言い伝え」などの民俗的事柄も
取扱い得るのか。

本計画は、古くから口頭で語り継がれてきた伝説、昔話、風俗、習慣、信
仰、芸能等の「民間伝承」も対象としています。

２～３頁
序章２節

修正なし

2
「大東市歴史的資源活用基本方針」など様々な計画や方
針のもとに、文化財の保存・活用が推進されることを希
望する。

本計画は、「幸せデザイン大東」（第５次大東市総合計画・第３期大東市
まち・ひと・しごと創生総合戦略）を上位計画とし、関連する諸計画と調
整を図りながら、文化財の保存・活用の方針や取組を定めています。

３～６頁
序章３節

修正なし

3
「日本の動き」の応仁の乱の後に「文明の乱」を加える
と、河内地域の戦乱と浄土真宗、三好、飯盛城などの歴
史的背景とつながるのではないか。

年表「日本の動き」にある「応仁の乱」を「応仁・文明の乱」に修正いたし
ます。

２２頁
第１章４節．年表

修正あり

4
旧石器・縄文・弥生時代の地図に大東市の図形を重ねる
と過去と現在がイメージできるのではないか。

２３頁掲載の地図は縄文～弥生時代の大阪平野の地形を推定復元した
ものであり、現在の大東市の地形を正確に重ねることは困難です。

２３頁
第１章４節（１）

修正なし

5
市内各地域の方々の関心につなげるため、歴史的背景
の説明を、大東市埋蔵文化財分布図に示してはどうか。

歴史的背景の説明文中に、適宜、主要な遺跡の位置を示した地図を掲
載しています。市内各地域の方々に関心を持っていただくため、３９～
４４頁に小学校区別の文化財の分布状況を記載しております。

２３～２５頁
第１章４節（１）～（４）

修正なし

6
住道新橋の上下開閉扉は重要な災害・治水対策になって
いる。次世代に語り継ぐ重要な文化財にならないか。

住道新橋は、第３章に記載の「水と共生しながら営まれた歴史文化」を
物語る文化財と考えており、４６頁に写真を掲載しております。

２８頁
第１章４節（７）

修正なし

7
住道北小学校区に泉勝寺が入っているが、南郷小学校
区の誤りである。

ご指摘のとおり、「泉勝寺絹本着色阿弥陀如来絵像」は南郷小学校区で
すので、表を訂正いたします。

43頁
第２章４節．表2-11

修正あり

8
「文化財保存活用地域計画」は争いや「勝者の歴史」を規
範としているように感じられる。

本計画は、大東市固有の歴史文化の特徴として、「水と共生しながら営
まれた歴史文化」、「交通・軍事の要衝として発展した歴史文化」、「産業
と技術を育んだ歴史文化」、「参詣者が往来した歴史文化」、「集落の信
仰と祭礼が根付いた歴史文化」の重要性をうたっており、争いや「勝者
の歴史」を規範としたものではありません。

４５～５０頁
第３章

修正なし



№ 意見の概要 市の考え方 計画書の該当頁 対応

9

古地名については、「大東市地名語源探求改訂版」が参
考になる。また、「四條村々誌　明治大正時代」も貴重な
資料。過去の先人達が調べた記録等は今後整理され有
効活用されれば良い。

当該資料は刊行物ではないため、「過去の文化財の調査成果の一覧」に
記載しておりませんが、本市の古地名を知るための重要な成果である
と考えます。

５３頁
第４章．表4-1

修正なし

10
有形文化財は近代の物（彫刻、絵画等）にも目を向ける
必要があるのではないか。

近現代に制作された彫刻や絵画等についても、把握調査（６６頁：事業
１）を進めてまいります。

５４頁
第４章．表4-2

修正なし

11

①大東市の３つの街道、②新田開発関連文化財群、③地
域を知るための道標、④「野崎参り」「おかげ参り」の踊り
や歌、⑤住道駅前に大東町から寄贈移植された樹木な
どの今後の扱いについて教えてほしい。

本計画は個別の文化財等の取扱いについて定めたものではありません
が、行政、所有者、地域住民、市民団体、学校、企業、専門家など多様な
主体が協力し、地域総がかりで文化財の保存・活用に関する取組を推
進することにより、将来にわたって市民が誇りに思う大東市を実現す
ることをめざしています。

５５～５６頁
第５章

修正なし

12
これまでに収集した「和綴じ本」のリスト作成が必要であ
る。北河内の市で共有されるリストがあれば有効活用さ
れる。

古文書の詳細調査（６６頁：事業４）において、和綴じ本についても目録
作成を継続して進めてまいります。

５７頁
第６章１節．３

修正なし

13
大東市と直接関係のない「加賀屋文書」などにも、新選
組や伊勢参りに関する重要な文書が含まれており、保
存・活用が必要である。

歴史民俗資料館で保管している、本市に由来しない古文書等について
も詳細調査（６６頁：事業４）を継続して進めてまいります。

５７頁
第６章１節．３

修正なし

14
大東市に寄贈・寄託された文化財の台帳整理や現物確
認が必要ではないか。

過去に寄贈・寄託された文化財について、現況調査（６６頁：事業２）を
行い、台帳の整備を進めてまいります。

５７頁
第６章１節．４

修正なし

15
歴史民俗資料館で保管している書籍や資料集などのリ
ストはあるのか。また、閲覧できる手続き方法等はある
のか。

歴史民俗資料館で保管している報告書や資料集等は本計画の対象で
はありませんが、リスト作成や閲覧方法等について今後検討してまいり
ます。

５７頁
第６章１節．４

修正なし

16

大東市史は発行されて４０年以上経過し、新しく追加す
べき内容も多々あると思われる。市制施行7５周年又は
８０周年を記念し、内容更新して発行される時期がきて
いる。

17 「大東市史」の最新版の作成を希望する。

『大東市史』は刊行後年数が経過しているため、最新の調査成果や知見
にもとづく市史の作成（６７頁：事業１２）を検討してまいります。

修正なし
５７頁

第６章１節．７



№ 意見の概要 市の考え方 計画書の該当頁 対応

18

日本刀および古墳出土の鉄製品と復元品などの美術工
芸品の保存・手入れについて、①自治体内の専門職員
（学芸員等）の不足→技術的知見の欠如と専門職員の定
員不足、②外部専門家（職人）への依存と後継者不足→
修復技術者と予算不足、③保存環境の劣化と日常点検
の不足→設備維持の困難性と未指定文化財の放置によ
る劣化の懸念等の課題がある。

美術工芸品等の保存・管理に関わる専門職員の技能向上に努めるとと
ともに、文化財保存施設の環境改善（６８頁：事業１７）を継続して進め
てまいります。また、指定等文化財については、所有者が行う保存修理
等の取組を支援（６８頁：事業１５）するとともに、未指定文化財につい
ても相談窓口を設置（６８頁：事業１６）し、適切な支援を講じてまいりま
す。

５８頁
第６章２節

修正なし

19
少子高齢化が進む昨今、地車曳行が消滅危機に陥る懸
念が出ている。地車曳行を残すことが大東市の持続可
能な歴史の継承となる。

ご指摘のとおり、少子高齢化等により祭礼行事等の継承が課題となっ
ていますので、祭礼行事の保存・継承の支援（６８頁：事業２０）や地車集
結イベント（６９頁：事業３３）等を継続して実施してまいります。

５９頁
第６章２節．７

修正なし

20
文化財保護推進会も時代と共に活動が変わってきたが、
事務局が会への要望、調査依頼、活動要請を検討しては
どうか。

市内の文化財の調査・保護活動を行う団体として、「大東市文化財保護
推進会」を追記します。

６３頁
第６章４節．４

修正あり

21
市民は歴史文化を知ってもっと大東市を好きに、市外の
方には興味を持ってたくさん来ていただきたい。

文化財の情報発信（事業２３）や普及啓発事業（事業２６）、観光イベント
（事業３１）、市外での文化財のＰＲ（事業３２）など、市内外の多くの方に
興味を持っていただける取組を継続して進めてまいります。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

22
現本庁をリニューアルし、（仮）平野屋新田会所資料館及
び国史跡飯盛城跡資料館等を設置してはどうか。

当面は、平野屋新田会所跡や飯盛城跡の価値や魅力を多くの方に知っ
ていただけるよう、歴史民俗資料館の常設展示リニューアル（事業24）
等を進めてまいります。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

23
町全体を丸ごと博物館に！　「ぐるっと大東　まるごと博
物館」の活用を希望する。

歴史民俗資料館や図書館等と共同で、地域の歴史や文化財を紹介する
企画展（事業２６）等を継続して進めてまいります。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

24

観光の拠点を市役所に置き、四方八方の点をつなぎ合
わせる。この時、四季折々の期間限定ユニークベニュー
利用促進（指定文化財の仏像などの開放や体験学習等）
を進めてはどうか。

本市と関係団体、所有者等が連携・協力しながら、文化財の見学会（事
業２６）や観光イベント（事業３１）等の取組を継続して進めてまいりま
す。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

25

①観光ツアーと動画アーカイブ、QRコード連携により、
失われゆく地域の記憶を次世代に引き継ぐ(文化の継
承)、②ストーリー性のある観光ツアー（食・環境防災の
ワークショップ・健康ノルディックウォークを含む）で回遊
性と滞在時間を向上（交流人口の拡大）、③企業研修の
受け入れなど、を推進してほしい。

地域の記憶を次世代に引き継ぐため、文化財等のデジタル・アーカイブ
化（事業２５）を推進するとともに、文化財を活かした観光イベント（事業
３１）等の取組も進めてまいります。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし



№ 意見の概要 市の考え方 計画書の該当頁 対応

26
大東市内の遺跡（例：キリシタン関連、縄文・弥生時代）を
１～５年で予定をたてて回る現地見学会を実施してほし
い。

文化財の価値や魅力をわかりやすく伝える見学会（事業２６）を継続し
て実施してまいります。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

27

歴史民俗資料館が市の東部に有り、市の西部や中部の
市民は訪れる事も少なく馴染みが少ない。市民との接点
を増やすため、例えば西部図書館やアクロスの場所の利
用、５月の「公民館祭り」や11月の「文化祭」に展示ブー
スを出してみてはどうか。色々な催しに便乗するのもよ
いのではないか。

多くの市民が文化財の価値や魅力に触れていただけるように、文化財
の普及啓発事業（事業２６）を歴史民俗資料館や図書館等と共同で実施
するとともに、市内の公共施設やイベント等を活用したパネル展等につ
いても指定管理者や関係団体等と連携・協力しながら推進してまいり
ます。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

28

観光のための大東ツアーガイドブックの作成を希望す
る。①大東市全般（古代～現代）、②名所・旧跡・文化、③
その他生のエピソード、で構成。③が重要で専門知識の
羅列ではなく感情を動かす「物語」として地域を語るの
がよい。

本市の歴史や文化財の魅力をわかりやすく伝えるガイドマップやガイド
ブック等の作成（事業２７）を推進してまいります。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

29
移動方法として、ガイド利用・シェアサイクルの活用・コ
ミュニティバスを活用してはどうか。

コミュニティバスやシェアサイクル等を活用した文化財の周遊観光（事
業３０）を促進してまいります。

６８～６９頁
第７章３節

修正なし

30
貴重な文化財は長く保存していく必要があるが、それら
を市民が生涯学習として活用する事が必要である。ま
た、公開ルールの設定も必要である。

本市の文化財や歴史文化を学んでいただける生涯学習事業（事業３８）
を継続して実施してまいります。なお、文化財の公開方法の基準等につ
いても今後検討してまいります。

７０～７１頁
第７章４節

修正なし

31
歴史民俗資料館が保有する古文書を活用し、人材を育
てる目的で、資料館で継続的講座開設を希望する。将来
を見据えた人材育成を希望する。

生涯学習事業（事業38）や市民ボランティアの育成（事業４０）におい
て、古文書を活用した講座等を実施してまいります。

７０～７１頁
第７章４節

修正なし

32

地域の歴史研究家の高齢化に伴い、貴重なお話を動画
に残す取組を少しずつ行っており、地域だからこそわか
る情報を発信していきたいと思っているので、協力をい
ただきたい。

文化財の保存・活用に関わる市民ボランティアの活動を継続して支援
（事業41）してまいります。

７０～７１頁
第７章４節

修正なし

33

保存活用区域では「深野池新田開発遺産」が設定されて
いないのは何故か。今後さらに大東市の魅力発信につ
ながると思われる「深野池新田開発遺産」を、文化財保
存活用区域に加えてはどうか。関連文化財群と文化財保
存活用区域の設定の違いについて教えてほしい。

関連文化財群と文化財保存活用区域は、いずれも本計画の重点的な取
組です。関連文化財群は、多様な文化財を特定のテーマのもとにまと
まりとして捉えたものであり、文化財保存活用区域は、文化財が集中す
る区域を設定したものです。本計画は、「深野池新田開発遺産」を近世
の深野池の新田開発の歴史を物語る関連文化財群として設定していま
す。

７３～８８頁
第８章

修正なし



№ 意見の概要 市の考え方 計画書の該当頁 対応

34
平野屋新田会所跡整備第２弾として、銭屋川・新堀川の
整備、船着場跡の保存と見える化を計画していただきた
い。

平野屋新田会所跡の史跡整備（事業５１）や水路の景観保全（事業５６）
等の取組を推進してまいります。

７６～７７頁
第８章１節（４）

修正なし

35

本庁前を東西に流れる新堀川は、大東市の礎。庁舎建て
替え時には、大東市が掲げる水路を活かした親水空間及
び歴史空間としての整備を行ない、誰もが憩える場を観
光の拠点として活かし、大阪府下に是までない新庁舎の
取り組みとして検討を進めてもらいたい。

本計画は、新堀川周辺の景観を「深野池新田開発遺産」の構成要素に位
置づけており、水路の景観保全（事業５６）の取組を継続して実施してま
いります。なお、新庁舎の建替えについては、本計画の対象外の事項と
なります。

７６～７７頁
第８章１節（４）

修正なし

36

銭屋川流域は今も江戸時代の面影が僅かに残っている
場所であり、鷺やカモの野鳥が生息し、自然との共生が
残っている。平野屋新田会所跡と銭屋川流域と古堤街
道を、大阪市～大東市～奈良県とまたぐ農業遺産文化
財として後世に語り継ぐことを希望する。

本計画は、平野屋新田会所跡や銭屋川周辺の景観を「深野池新田開発
遺産」の構成要素に位置づけており、平野屋新田会所跡の史跡整備（事
業５１）や水路の景観保全（事業５６）等の取組を推進してまいります。ま
た、古堤街道についても、「交通・軍事の要衝として発展した歴史文化」
（４７頁）を物語る文化財として、保存・活用の取組を進めてまいります。

７６～７７頁
第８章１節（４）

修正なし

37
早急に体制を整備して文化財を活かした持続可能なま
ちづくりを推進することを願う。

38
文化財に係わる人材を増やす必要がある。学芸員の増
員を希望する。

39
市の文化財行政の取り組む姿勢は素晴らしいが、本計画
を深めるためにも体制の充実が必要である。

本計画に基づく文化財の保存・活用の取組を推進するため、体制の充
実を図ってまいります。

９０～９１頁
第９章２節

修正なし


